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欧州委員会に対する板ガラスの課徴金支払いについて 
 
当社子会社であるＡＧＣフラットガラス・ヨーロッパ社（旧グラバーベル社、本社：ベルギー、

ブリュッセル、以下、ＡＦＥＵという。）及び当社は、２００７年１１月２８日（日本時間）に、

欧州委員会より、欧州における板ガラスのカルテルに関し、６５百万ユーロ（約１０３億円）の

課徴金の支払い命令を受けましたが、今般、支払いに応じることとしましたので、お知らせしま

す。 
当社は、これまで本件への対応を検討してまいりましたが、当社グループの主張が欧州委員会

による課徴金の決定に概ね反映されたこと等を総合的に勘案し、欧州第一審裁判所に提訴しない

こととしたものです。 
 
なお、本件については、本日発表の２００７年１２月期決算において、特別損失として引当計

上しております。 
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